
▪総代会・理事会・監事会に関する事項
▪役員・総代・職員に関する事項
▪事務所の営繕に関する事項

　令和元年12月にこれまでの４地区事務所体制の事務機構を再編し、工区業務支援を行う地域課を新設いたしました。
　それに伴い、令和２年４月１日より亀田郷土地改良区の事務所１階のレイアウトを変更し工区長及び地域課事務室を
設け業務を行います。
　組合員の皆様の負託に応えられるよう、役職員一体となって業務に取り組んで参ります。
　ご理解とご協力をお願い申し上げます。

事 務 機 構 図
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事務機構の見直しと事務所配置の変更について
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総　務　課
庶務係 （代）025-381-2131

会計係 （代）025-381-2131

農村整備課（事業担当）
事業計画係 025-381-7638
▪事業計画に関する事項
▪事業認可・公的補助金等に関する事項
▪調査計画に関する事項

工事係 025-381-7149
▪国営・県営事業に関する事項
▪団体営事業の計画実施に関する事項
▪維持管理工事その他工事の実施に関する事項

水　利　課
水利第１係 025-280-0300

水利第２係 025-285-3312

地　域　課
地域係 025-381-7586

事業推進係 025-381-7738

農村整備課（管理担当）
管理係 025-381-7092

土地係 025-381-7293

▪予算・決算に関する事項
▪資金借入・償還に関する事項
▪会計経理、賦課事務に関する事項

企　画　課
企画係 025-381-7016
▪企画調整・広報に関する事項
▪選挙事務に関する事項
▪工事請負契約に関する事項
▪農業・地域振興に関する事項
▪（一財）亀田郷地域センター事務局

▪揚排水機場・水利施設の操作及び維持管理
に関する事項

▪用水管理委員会に関する事項
▪浄化・環境用水導入に関する事項
▪発電事業に関する事項

▪土地改良財産の管理に関する事項
▪地区除外等処理に関する事項
▪農振計画の変更・市街化区域変更に関する
事項

▪組合員との連絡調整および地域活動の推進
に関する事項

▪工区事務に関する事項

▪多面的機能支払い交付金事業の事務に関す
る事項

▪農業農村整備事業の推進に関する事項
▪地域の生活環境整備に関する事項

▪用地測量・境界立会・払い下げ処分に関す
る事項

▪換地計画・ほ場整備に関する事項

▪親松排水機場の運転操作・管理・除塵作業
に関する事項

亀田郷土地改良区　組織図
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